
（ ）
住 所
又 は
事 業 所
事 務 所
居所など

氏 名

フリガナ
第
五
表

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

（単位は円）修正前の課税額○

総
合
課
税
の
所
得
金
額
等

事

業

営 業 等

農 業

給与

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額

※

※

税

金

の

計

算

課税さ
れる所
得金額

税 額

○対応分12

○ 対応分13

○ 対応分14

○ 対応分32

○ 対応分33

○ 対応分34

区
分

配 当 控 除

災 害 減 免 額

（特定増改築
等）住宅借入
金等特別控除

政党等寄附金等特別控除
住宅耐震改修
特 別 控 除 等

○21
○22～
○23
○24～

○42
○44～
○45
○47～

計（○ ○ ○）35 36 37＋ ＋

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

税
金
の
計
算

外国税額控除等

48

49

50

51

52

55

56

57

58

59

差 引 所 得 税 額

還付される
税 金

整 理
番 号

再 差 引 所 得 税 額
（ 基 準 所 得 税 額 ）

（ ○ ○ ）48 49－

源 泉 徴 収 税 額

納める税金

○
○
60

61

修正申告により増加する税額等○

所得の種類

異動の理由

種目・支払者の名称等 収 入 金 額 必 要 経 費
円円

修正申告によって異動した事項○
所得金額に関する事項○

氏 名
控
除
額
等

異動前
異動後

氏 名
控
除
額
等

異動前
異動後

円円

事業専従者に関する事項○

所得から差し引かれる金額に関する事項○

税金の計算に関する事項○

住民税・事業税に関する事項○

所得控除の種類 所得控除額 異 動 の 理 由
円

税額控除等の種類 税額控除額等 異 動 の 理 由
円

住

民

税

事
業
税

異動の理由

寄附金
税 額
控 除

円 円

円

円

円

条 例
指定分

都道府県

市区町村

非 課 税 所 得 な ど

事業用資産の譲渡損失など

損益通算の特例適用
前 の 不 動 産 所 得
不動産所得から差し引い
た青色申告特別控除額

番号 所得金額

（別表）令和 年分の の修正申告書所 得 税 及 び
復興特別所得税

区
分

不 動 産

利 子

配 当

総合譲渡・一時

区
分

（○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○）－ － － － － － － － －38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

区
分

都道府県､市区町村
分（特例控除対象）

（○ ○ ○ ○）52 53 54 55－ － －
申 告 納 税 額

予 定 納 税 額
（第１期分・第２期分）

（○×2.1％）50
復興特別所得税額

申告納税額の増加額

第３期分の税額の増加額

（○＋○）50 51
所得税及び復興特別所得税の額

（○ ○）56 57－
第３期分の税額

合 計
（○から○までの計＋○＋○）１ ６ 10 11

雑

公 的 年 金 等

業 務

そ の 他

○から○までの計７ ９

○19
○20～

区
分

社会保険料控除

小規模企業共済等掛金控除

生命保険料控除

地震保険料控除

勤労学生、障害者控除

基 礎 控 除

から までの計15 26○ ○
雑 損 控 除

寄 附 金 控 除

寡婦、ひとり親控除

医療費控除

合 計
（○＋○＋○＋○）27 28 29 30

配偶者
（特別）控除

区
分
２

区
分
１

扶 養 控 除 区
分

区
分
２

区
分
１

区
分

共同募金、日赤
そ の 他 の 寄 附

○53
○54～

非上場株式の少額配当等
非 居 住 者 の 特 例
配 当 割 額 控 除 額
株式等譲渡所得割額控除額
特 定 配 当 等 ・ 特 定 株 式 等
譲 渡 所 得 の 全 部 の 申 告 不 要

（

令
和
三
年
分
以
降
用）

○
第
五
表
は
、
申
告
書
Ｂ
の
第
一
表
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

整

理

欄

申告
区分

所得
種類

特例適用
条 文
申告
期限

�法 条
の 項 号

年 月 日

年 月 日

の

申告等
年月日

一 連
番 号



○
こ
の
用
紙
は
控
用
で
す
。

（ ）
住 所
又 は
事 業 所
事 務 所
居所など

氏 名

フリガナ
第
五
表

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

（単位は円）修正前の課税額○

総
合
課
税
の
所
得
金
額
等

事

業

営 業 等

農 業

給与

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額

※

※

税

金

の

計

算

課税さ
れる所
得金額

税 額

○対応分12

○ 対応分13

○ 対応分14

○ 対応分32

○ 対応分33

○ 対応分34

区
分

配 当 控 除

災 害 減 免 額

（特定増改築
等）住宅借入
金等特別控除

政党等寄附金等特別控除
住宅耐震改修
特 別 控 除 等

○21
○22～
○23
○24～

○42
○44～
○45
○47～

計（○ ○ ○）35 36 37＋ ＋

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

税
金
の
計
算

外国税額控除等

48

49

50

51

52

55

56

57

58

59

差 引 所 得 税 額

還付される
税 金

整 理
番 号

再 差 引 所 得 税 額
（ 基 準 所 得 税 額 ）

（ ○ ○ ）48 49－

源 泉 徴 収 税 額

納める税金

○
○
60

61

修正申告により増加する税額等○

所得の種類

異動の理由

種目・支払者の名称等 収 入 金 額 必 要 経 費
円円

修正申告によって異動した事項○
所得金額に関する事項○

氏 名
控
除
額
等

異動前
異動後

氏 名
控
除
額
等

異動前
異動後

円円

事業専従者に関する事項○

所得から差し引かれる金額に関する事項○

税金の計算に関する事項○

住民税・事業税に関する事項○

所得控除の種類 所得控除額 異 動 の 理 由
円

税額控除等の種類 税額控除額等 異 動 の 理 由
円

住

民

税

事
業
税

異動の理由

寄附金
税 額
控 除

円 円

円

円

円

条 例
指定分

都道府県

市区町村

非 課 税 所 得 な ど

事業用資産の譲渡損失など

損益通算の特例適用
前 の 不 動 産 所 得
不動産所得から差し引い
た青色申告特別控除額

番号 所得金額

（別表）令和 年分の の修正申告書所 得 税 及 び
復興特別所得税

区
分

不 動 産

利 子

配 当

総合譲渡・一時

区
分

（○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○）－ － － － － － － － －38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

区
分

都道府県､市区町村
分（特例控除対象）

（○ ○ ○ ○）52 53 54 55－ － －
申 告 納 税 額

予 定 納 税 額
（第１期分・第２期分）

（○×2.1％）50
復興特別所得税額

申告納税額の増加額

第３期分の税額の増加額

（○＋○）50 51
所得税及び復興特別所得税の額

（○ ○）56 57－
第３期分の税額

合 計
（○から○までの計＋○＋○）１ ６ 10 11

雑

公 的 年 金 等

業 務

そ の 他

○から○までの計７ ９

○19
○20～

区
分

社会保険料控除

小規模企業共済等掛金控除

生命保険料控除

地震保険料控除

勤労学生、障害者控除

基 礎 控 除

から までの計15 26○ ○
雑 損 控 除

寄 附 金 控 除

寡婦、ひとり親控除

医療費控除

合 計
（○＋○＋○＋○）27 28 29 30

配偶者
（特別）控除

区
分
２

区
分
１

扶 養 控 除 区
分

区
分
２

区
分
１

区
分

共同募金、日赤
そ の 他 の 寄 附

○53
○54～

非上場株式の少額配当等
非 居 住 者 の 特 例
配 当 割 額 控 除 額
株式等譲渡所得割額控除額
特 定 配 当 等 ・ 特 定 株 式 等
譲 渡 所 得 の 全 部 の 申 告 不 要



書き方とご注意
１ 修正申告書の作成に当たっては、修正前の課税額をこの申告書第五表（修正申告用・別表）に、修正申告額を
申告書Ｂ第一表に書いてください。

２ 分離課税の所得がある場合は、併せて申告書第三表（分離課税用）も使用します。
３ この申告書第五表（修正申告用・別表）の各欄は、次により書いてください。
（1）「令和 年分の所得税及び復興特別所得税の修正申告書（別表）」欄の に、修正申告の対象となる年
分を書いてください。

（2）「修正前の課税額」の各欄は、修正申告書を提出する直前の申告書や更正・決定の通知書などから該当する
欄の金額を転記してください。

（注１） 又は の各欄は、次の所得がある場合に、その所得の種類の略称とその所得金額を書いてください。13 14○ ○
なお、これらの所得が２つ以上ある場合は、イからチの順に書いてください。
また、イからチの所得が数多くあるなど 又は の欄に書ききれないときは、欄を融通して書いてくだ13 14○ ○

さい。
イ 分離課税の土地建物等の短期譲渡所得があるときは「分離短期譲渡所得」
ロ 分離課税の土地建物等の長期譲渡所得があるときは「分離長期譲渡所得」
ハ 一般株式等の譲渡所得等があるときは「一般株式等の譲渡所得等」
ニ 上場株式等の譲渡所得等があるときは「上場株式等の譲渡所得等」
ホ 分離課税の上場株式等の配当所得等があるときは「上場株式等の分離配当所得等」
ヘ 分離課税の先物取引の事業所得、譲渡所得又は雑所得があるときは「先物取引の分離事業所得」､
「先物取引の分離譲渡所得」又は「先物取引の分離雑所得」

ト 山林所得があるときは「山林所得」
チ 退職所得があるときは「退職所得」

（注２）上記（注１）ハ及びニの両方の所得がある場合の「課税される所得金額」欄については、ハ及びニの課
税される所得金額を合計して、ハの所得の対応分の欄に書いてください。

（3）「修正申告により増加する税額等」の「申告納税額の増加額 」欄には、申告書Ｂ第一表の「申告納税額 」60 49○ ○
欄の金額からこの申告書第五表（修正申告用・別表）の「申告納税額 」欄の金額を差し引いた金額を書き､56○
「第３期分の税額の増加額 」欄には、申告書Ｂ第一表の「納める税金 」欄又は「還付される税金 」欄の61 51 52○ ○ ○
金額からこの申告書第五表（修正申告用・別表）の「納める税金 」欄又は「還付される税金 」欄の金額を58 59○ ○
差し引いた金額を書いてください。

（4）「修正申告によって異動した事項」の各欄は、修正申告によって異動したもののみを書き、併せてその異動
理由を書いてください。

４ 申告書Ｂ第一表の各欄は、次により書いてください。
（1）「令和 年分の所得税及び復興特別所得税の 申告書Ｂ」欄の に、修正申告の対象となる年分を
書き、空白に「修正」と書いてください。

（2）「種類」の欄の「修正」を○で囲んでください。
（3）「収入金額等」､「所得金額等」､「所得から差し引かれる金額」､「税金の計算」及び「その他」の各欄には、
修正申告額を書いてください。

５ 納付すべき税額は、修正申告書（申告書Ｂ第一表、申告書第五表（修正申告用・別表））を提出する日までに
納付してください。
また、納付すべき税額には、確定申告期限の翌日から納付する日まで延滞税がかかりますから、次の「延滞税

の計算方法」により計算して同時に納付してください。
なお、一時に納付が困難なときは、税務署にご相談ください。

◎ 延滞税の計算方法

（注）令和３年１月１日以降の期間に対応する延滞税の割合
・修正申告書を提出した日の翌日から２月を経過する日まで … 年「7.3％」と「延滞税特例基準割合＋１％」
のいずれか低い割合

・修正申告書を提出した日の翌日から２月を経過した日以後 … 年「14.6％」と「延滞税特例基準割合＋7.3％」
のいずれか低い割合

なお、延滞税特例基準割合とは、各年の前々年の９月から前年の８月までの各月における銀行の新規の
短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示す
る割合に、年１％の割合を加算した割合をいいます。
また、令和２年12月31日以前の期間に対応する延滞税については、上記の割合と異なります。詳しくは、
税務署にお尋ねください。

○ 新たに納付すべき本税の額が10,000円未満の場合には、延滞税を納付する必要はありません。
○ 延滞税の額が1,000円未満の場合には、延滞税を納付する必要はありません。
○ 確定申告書を提出してから１年を経過する日後に修正申告書を提出する場合には、延滞税の計算の基礎と
なる「期間（日数）」に特例が設けられています。詳しくは、税務署にお尋ねください。

３６５
＝

新 た に 納 付 す
べ き 本 税 の 額

10,000円未満の
端 数 切 捨 て

×
延滞税の割合
（注）

期間（日数）

確定申告期限の翌日
か ら 完 納 の 日 ま で

延 滞 税 の 額

100 円 未 満 の

端 数 切 捨 て

×
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